
 
 

 

 

 

津幡町飲食店まん延防止支援金 

申請要領 

 

 

 

 

 

 

 

申請期間 

令和４年４月１日（金）から 

令和４年６月 30 日（木）まで 

 

 

令和４年４月１日 
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Ⅰ．本事業の概要・支給対象 

１．目 的 

 

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、石川県の「飲食店への営業時間短縮要請」等に、

要請期間中（令和４年１月２７日～３月２１日）全面的に協力した町内飲食店に対し、町

独自で支援金を支給するものです。 

※営業時間短縮に対する営業補償金ではありません。 

 

２．交付対象者 

 

 津幡町内で飲食店を営業する事業者で、下記の①又は②のいずれかと、③及び④に該当

する者 

 

① 令和４年１月２７日から同年２月２０日までの全期間において、石川県の時短要請に

応じて営業時間の短縮等を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第

８次）（以下「県協力金（第８次）」という。）の支給を受けていること。 

 

② 令和４年２月２１日から同年３月２１日までの全期間において、石川県の時短要請に

応じて営業時間の短縮等を実施し、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第

９次）（以下「県協力金（第９次）」という。）の支給を受けていること。 

 

③ 石川県の「新型コロナ対策取組宣言」を行い、感染予防対策に取り組んでいること。 

 

④ 今後も町内において飲食店の営業を継続する意思があること。 

 

３．支給額 

 

・町内の飲食店１店舗につき、県協力金（第８次）又は県協力金（第９次）の支給額の 

１／５（千円未満切り捨て）の合計（上限５０万円）とする。 

・令和４年３月２１日までに「いしかわ新型コロナ対策認証制度」における認証を取得し

た対象者については、５万円を加算する。 

・支援金の交付は、飲食店１店舗につき１回限り。 
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Ⅱ．申請に必要な書類 
申請するにあたり、下記の書類を提出してください。 

 

①津幡町飲食店まん延防止支援金交付申請書兼実績報告書 

所定の様式に必要事項を記載したもの 

 

 

②誓約書 

 

 

③石川県協力金の振込が確認できる通帳の写し 

・金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページ（通帳を開いた 

１、２ページ目 または 電子通帳の両面）の写し 

・協力金の振込日・振込金額が確認できるページの写し 

※本支援金は、石川県第８次協力金（本申請分）又は石川県第９次協力金（本申請分） 

の入金後でなければ申請することができません。 

※下記のうち、受給した全ての協力金について振込を確認できる書類の提出が必要です。 

 

第８次協力金（一部早期支給分）、第８次協力金（本申請分） 

又は 

第９次協力金（一部早期支給分）、第９次協力金（本申請分） 

 

 

④本支援金の振込先口座を確認できる通帳の写し 

金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し 

※県協力金の振込口座以外の振込先を希望する場合のみ提出してください。 

※振込先の口座は申請事業者ご本人の口座に限ります。法人の場合は当該法人又は代表 

者の口座に限ります。 
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Ⅱ．申請に必要な書類（続き） 

⑤本人確認書類の写し 

対象者本人の申請であることの確認のため、以下の書類を提出してください。 

・法人の場合：登記事項証明書又は法人の代表者の運転免許証（両面）の写し 

・個人の場合：運転免許証（両面）又は個人番号カードの写し（お持ちでない場合は、 

パスポートや健康保険証の写し等でもかまいません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥「新型コロナ対策取組宣言書」又は「ステッカー」を掲示した写真等 

石川県の「新型コロナ対策取組宣言書」又は「ステッカー」を事業所や店舗に掲示して

いる様子がわかるようカメラで撮影し、写真を提出してください。 

また、「いしかわ新型コロナ対策認証制度」の認証を取得した事業者は、認証書の写しを

併せて提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦支援金請求書 

  

住所、氏名、顔写真がはっきりと

判別できるようにしてください。 
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Ⅲ．記載例 

１．申請書兼実績報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出日を記入 

津幡町字加賀爪ニ３番地 

つばたまち食堂 

代表 

津幡 一郎 

０７６－２８８－６７０４ 

３２０，０００

つばたまち食堂 字加賀爪ニ３番地 

625,000 

725,000 145,000 

125,000

270,000 50,000 

320,000 
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２．誓約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ署名した日を記入 

代表者が自署で記入してください。 

津幡町字加賀爪ニ３番地 

つばたまち食堂 

代表 

津幡 一郎 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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３．支援金請求書 

 

  

〇〇 銀行 △△ 支店 

〇〇〇〇〇〇〇 ツバタ イチロウ 

３２０，０００

口座情報は正確に記載してください。誤りがあると支援金の支払いができません。 

津幡町字加賀爪ニ３番地 

つばたまち食堂 

代表

津幡 一郎

記入しないでください 

つばたまち食堂  代表  津幡 一郎    076 288 6704 

つばたまち食堂  経理  津幡 花子    076 288 6704 

「発行責任者」欄には代表者を、「担当者」欄には申請に関する事務をおこなっ

ている方を、それぞれ記入してください。 

代表の方が事務をおこなっている場合でも、必ず両方の欄を記入してください。 

※「同上」や「〃」等、省略して記入することはできません。 
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Ⅳ．その他 

（１）申請の内容・証拠書類等の審査の際、不明な点が発生した場合は、記載された連絡

先への連絡及び追加書類の提出を求めることがあります。 

（２）審査が終了し、交付決定がされた際は、申請者あて「交付決定及び確定通知書」（不

支給の場合「不交付決定通知書」）を発送します。 

（３）提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあり

ます。調査の結果によって不正受給と判断された場合、交付金の返還等を求める場合

があります。 

 

 

【申請先・問い合わせ先】 

〒929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ３番地 

   津幡町産業建設部産業振興課商工観光係 

   TEL:076-288-6704 FAX:076-288-6470 

   E-mail:sangyou@town.tsubata.lg.jp 


